
令和７年４月３日 

 

各  位 

 

 米沢市病院事業管理者 渡 邊 孝 男    

 

回   答   書 

 

 病院予約システム導入事業公募型プロポーザルに関する質問に対して回答する。 

 

【質問①：実施要領３頁－エ】企画提案書に社名の記載は不可とありますがサービス名

称の記載も不可となりますか。 

【回答①】実施要領では、「参加事業者を特定することができるような内容（社名等）の

記載は行わないこと。」としているので、サービス名称から社名が特定できるような場合

は、「病院予約システム」などの別名称で記載すること。 

【質問②：実施要領３頁－エ】プレゼンテーション実施時も社名やサービス名称は伏せ

て実施するのでしょうか。自己紹介で名乗る事も不可との事でしょうか。 

【回答②】実施要領５頁－③に「プレゼンテーションは、提出した企画提案書をもとに

表記順に行うものとし、企画提案書以外の資料等を用いた説明は認めないので留意する

こと。」としているので、社名や社名が特定できるサービス名称を説明することはできな

い。また、プレゼンテーション時の自己紹介は不要とするが、自己紹介をしないことで

評価が変わることはない。 

※ 本回答書記載の「実施要領」は「病院予約システム導入事業公募型プロポーザル実施

要領」を、「仕様書」は「病院予約システム導入事業公募型プロポーザル仕様書」をいう。 


